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Ⅰ．基本的考え方

我が国を取り巻く社会経済環境は、本格的な人口減少・高齢化社会の到来、

経済の急速なグローバル化など、大きく変化してきている。

これらの変化に対応して、成長著しいアジア各国をはじめとして外部の活力

を我が国の経済社会に取り入れる取組みや、自立した活力ある地域づくりに資

する取組み等が求められている。

このような中、観光は、地域経済の活性化、雇用の機会の増大等による国民

経済の発展への寄与、国民生活の安定向上への貢献、国際相互理解の増進等の

意義を有しており、観光立国の実現は、我が国の２１世紀の国づくりの柱とし

て、今後ますます取り組みを強化することが求められている。

このような考え方に基づき、平成１８年１２月には観光立国推進基本法が成

立し、昨年６月には観光立国推進基本計画が閣議決定されたところである。

また、本年１０月には「観光庁」を設置し、国全体として、官民を挙げて観

光立国の実現に向けた施策を総合的に推進する体制を整えることとしている。

かかる状況を踏まえ、平成２１年度観光庁関係予算については、観光庁発足

により、我が国の観光魅力のより一層の発信強化、地域における観光まちづく

りの取り組みに対する支援など、観光立国推進基本法及び基本計画に定める４

つの基本的施策に重点をおきつつ、所要の予算額を要求する。

観光庁関係概算要求額

行政経費 ７７億円（対前年度比：１．２１倍）



Ⅱ．主要事項

１．平成２１年度観光庁関係予算概算要求総括表

(単位：百万円）

費国

21年度 前年度 対前年度

要求額 予算額 倍 率

（Ａ） （Ｂ） （Ａ／Ｂ）

１．主要事項 5,331 4,018 1.33

※

640 416 1.54（１）国際競争力の高い魅力ある観光地の形成

77 75 1.03（２）観光産業の国際競争力の強化及び観光の

振興に寄与する人材の育成

※※

4,530 3,451 1.31（３）国際観光の振興

83 77 1.08（４）観光旅行の促進のための環境の整備

２．その他の行政経費 2,353 2,329 1.01

合 計 7,684 6,348 1.21

※ このほか連携事業として港湾局の事業費（８，９００百万円）がある。

※※ 総合政策局国際部門及び情報管理部の関係予算（５８百万円）含む。



２．観光立国の実現

平成１８年１２月 観光立国推進基本法成立

平成１９年６月 観光立国推進基本計画 閣議決定

①５つの基本的な目標を設定

②上記の目標を達成するため、４つの施策の柱を基に、具体的な取り組みを
推進

１．国際競争力の高い魅力ある観光地の形成

２．観光産業の国際競争力の強化及び観光の振興に寄与する人材の育成

３．国際観光の振興

４．国内外からの観光旅行の促進のための環境の整備

政府は、一体となって施策を推進し、観光立国推進基本計画に定められた観光立国に関する
数値目標を実現する責務を負う。

観光立国の実現は、２１世紀の我が国経済社会の発展のために不可欠な国家的課題と位置付け

１．訪日外国人旅行者数を１１，０００万人にし、将来的には、日本人の海外旅
行者数と同程度にする。 １，０００万人１，０００万人

（平成２２年）
７３３万人７３３万人
（平成１８年）

２．日本人の海外旅行者数を２２，０００万人にする。

３．国内における観光旅行消費額を３３０兆円にする。

４．日本人の国内観光旅行による１人当たりの宿泊数を年間 ４４ 泊にする。

５．我が国における国際会議の開催件数を ５５ 割以上増やす。

１，７５３万人１，７５３万人
（平成１８年）

２，０００万人２，０００万人
（平成２２年）

３０兆円３０兆円
（平成２２年度）

２４．４兆円２４．４兆円
（平成１７年度）

２５２件２５２件
（平成２３年）

１６８件１６８件
（平成１７年）

４泊４泊
（平成２２年度）

２．７７泊２．７７泊
（平成１８年度）



３．具体的施策

（１）国際競争力の高い魅力ある観光地の形成

○ 観光圏の形成支援等による国際競争力の高い魅力ある観光地づくりの

（ 、 、 、 ）推進 拡充【 】 観光地域振興課 観光事業課 港湾局計画課 振興課

要求額６３０百万円
（関連事業として港湾局要求額 百万円（の内数）あり ）8,900 。

観光交流人口の拡大による自立的な地域経済の確立を図るため、内外観光

客の宿泊旅行回数・滞在日数の拡大を目指し、国際競争力の高い魅力ある観

光地の形成を促進する。

＜内 容＞

２泊３日以上の滞在型観光を促進するため、地方自治体、観光関係団体、

農林漁業団体、ＮＰＯ等の幅広い関係者が一体となった観光圏整備の取組を

総合的に支援する。

このほか、観光圏の整備と連携して、観光圏の玄関口として旅行者が快適

で利便性の高い旅客船ターミナル等の整備を推進する。



（観光地域振興課）○ 観光地の魅力向上に向けた評価手法調査【新規】

要求額 １０百万円

観光地のさらなる魅力向上を目指すため、観光地の現状及び課題を明確にす

るための評価に向けた調査、検討を行い、個別の観光まちづくりの参考とな

る基礎情報の整備を推進する。

（２）観光産業の国際競争力の強化及び観光の振興に寄与する人材の育成

（観光事業課）○ 観光産業のイノベーションの促進事業【継続】

要求額 １９百万円

観光産業の新たなビジネスモデルの構築を支援するとともに、そのノウハ

ウを普及・啓発することを目的として、客室稼働率の向上や業務の共同化・

効率化等に関する実証事業を行い、観光産業の生産性向上や国際競争力の強

化を図る。

全国統一基準による
「観光地満足度センサス」の実施

全国統一基準による
「観光地満足度センサス」の実施

観光地の魅力・国際競争力向上観光地の魅力・国際競争力向上
観光旅客の満足度向上観光旅客の満足度向上

国際競争力の高い観光地の発信
～これまでの取り組み～

◆地域いきいき観光まちづくり
１００（１００カ所）

◆地域いきいき観光まちづくり
２００８
・滞在力のあるまち（３３カ所）
・外国人で賑わうまち （３６カ所）

有識者による検討委員会

・観光まちづくりの評価手法についての検討
・具体的な評価項目についての検討
・海外及び国内での類似事例調査・研究

調査・研究事業

○ 新たなビジネスモデルの例
（客室稼働率の向上、業務の共同化・効率化等）

複数旅館で、「エコ」、「バリアフ
リー」、「のんびり滞在」、「地産地
消」等をブランド化し、共同で情報
発信や顧客管理をすることで、リ
ピーター確保等による客室稼働
率の向上を図る。

・連携・共同によるブランド戦略の 取り組み

宿泊産業・旅行産業間の情報流
通において、各々のシステム間
のデータ処理形式を共通化する
ことで予約手配業務の効率化を
図る。

・宿泊産業・旅行産業のデータ処理の効率化、

共通化

例）バリアフリー

例）地産地消



（観光資源課）○ 観光の新興に寄与する人材の育成 【拡充】

要求額 ５８百万円

国際競争力を備えた観光関連産業を担う人材を育成するため、大学等高等

教育機関との連携強化を図るための取り組みを推進する。

また、観光地における層の厚い観光振興の担い手を育成するため、観光カ

リスマ塾や観光地域プロデューサー事業を実施するとともに、各地域が行う

自律的かつ持続可能な人材育成に向けた取り組みを支援する。

（３）国際観光の振興

○ ビジット・ジャパン・アップグレード・プロジェクト【拡充】

○ 国際会議の開催・誘致の推進【拡充】
（観光経済課、国際観光課、観光地域振興課、観光資源課、情報政策課企画室）

要求額 ４，５１２百万円

平成２２年までに訪日外国人旅行者数を１０００万人とする目標を確実に

達成するために、訪日旅行者の満足度を高めリピーター化を促進するととも

に、ポスト２０１０を見据え、国際観光振興の更なる展開を図るため 「ビジ、

ット・ジャパン・アップグレード・プロジェクト」として、我が国の魅力の

一層の理解の促進等に取り組むほか、ＩＣ乗車券等の国際相互利用化・利用

拡大などの旅行者の利便性の増進を図る。

あわせて、国際会議の開催・誘致を推進する。

＜内 容＞ 観光プロモーション事業に加え、以下の取組を行う。

・外務省、文化庁による我が国の文化芸術の発信強化との連携や留学生

３０万人計画との連携等

・新興市場調査の強化

・ＩＣ乗車券等の国際相互利用化・利用拡大

・交通機関等の利用環境の向上や通訳案内士による受入体制の整備等

拡大するインバウンド市場への対応
グローバルな視点に基づく経営戦略の確立

産学官連携事業 観光地域づくり人材育成支援事業

層の厚い観光振興の担い手を育成
自律的かつ持続可能な人材育成を支援

①産学の連携強化のための情報交換や議
論の場を提供
②産業界が必要とする人材像の明確化とカ
リキュラムの標準化等の推進

①課題や先進事例等に関する情報共有のた
めのネットワーク化を推進
②地域の人材育成を支援する仕組みの構築



○アジアにおけるIC乗車券等の国際相互利用化・利用拡大に
係る調査研究事業

外国人がストレスなく日本において旅行を楽しめるようにする
ための環境を整備。

○外客受入環境の実地調査事業
交通事業者等による訪日外国人旅行者の利便性向上に向

けた積極的な取組を促すための具体的な改善を提示。

安全、容易な個人旅行の実現に向けた環境の整備

重点市場

12の重点市場ごとの特性を踏まえつつ、メディア招請、旅行会社招請、旅行博出展、広告宣伝、
青少年交流等の観光プロモーション事業を実施。また、21年度は、特に以下の視点に力点を置く。
①外務省、文化庁との連携による我が国の文化芸術の発信強化
②留学生30万人計画との連携
③日中韓における観光交流拡大の取組み

一方、地方連携事業について、国としての全体の戦略に沿ったものに重点化。

新興市場

英国

フランス ドイツ ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ

タイ

香港

中国 韓国

米国 オーストラリア

更
な
る
発
信
力
の
強
化
・拡
大

カナダ

○訪日外国人旅行行動実態調査事業
外国人旅行者の移動、宿泊の実態を把握。

○観光入込客統計・観光消費額統計のガイ
ドライン策定事業

観光入込客統計・観光消費額統計「共通基準」
を策定する。

観光旅行動態の把握

台湾

旅
行
者
の
満
足
度
の
向
上

・今後の訪日旅行者の獲得にあたって
は、特定市場に依存することなく、ポー
トフォリオが重要であるため、プロモー
ション対象市場のあり方、揺籃期にあ
る市場に対するプロモーション手法の
あり方等を検討する必要。

・調査対象市場は、訪日旅行需要規模、
成長性等の観点から、１０市場程度を
念頭（インド・ロシア・マレーシア・フィリ
ピン・インドネシア・イタリア・スペイン・
ベトナム・メキシコ・ＧＣＣ諸国等）。

・これらの市場に関して、基礎調査、モ
ニター調査、プロモーション手法開発
調査等を実施。

○２０１０年に外国人旅行者数を１０００万人の目標達成のためには、訪日旅行の満足度を高め、訪日旅行の選択を定着
することにより、訪日リピーターのさらなる獲得に取り組むことが必要。
○２０１０年が視野に入ってきたことを踏まえ、ポスト２０１０を見据えた施策を展開する必要。

ビジット・ジャパン・アップグレード・プロジェクト

外国人旅行者の増加に対応した通訳
案内士による受入体制の整備

○通訳案内士による受入体制整備事業
日本の歴史や文化を正しく伝え、増加する外国人旅

行者への対応を図るため、通訳ガイドに関する調査・
検討を実施。

① 2011年までに主要な国際会議の開催件数5割増を目指すため、国際会議の誘致、開催を我が国の国家戦略として位
置づけ、国、自治体、経済界、学界等の有する資源を集中投入して誘致・開催を推進。

②具体的には、国を挙げた推進体制を整備し、誘致活動や開催・受入に関する支援を行う。

国際会議の開催・誘致推進による国際交流拡大プログラム

国際会議適地としての認知度向上プロモーション 誘致・開催に係るソフトインフラの整備

誘致・開催の促進

○誘致活動等に関する国際的な水準へのレベル

アップを図るための人材育成事業
○経済効果推計モデルの策定

○コンベンション見本市出展 ○キーパーソン招請
○誘致希望者との商談会 ○広告宣伝

○ツール作成

○誘致活動等に対する支援
決定権者に対する働きかけ等を行うために実施される説明会、レセプション等について、国土交通省が

共催することにより支援。あわせて、各府省庁が開催する国際会議に国土交通省が共催することにより、
観光交流事業等の実施を促進。

○国際会議の開催・誘致は国際観光の振興と地域活性化に寄与

○韓国、シンガポール等、各国においては、国際会議産業を主要産業と位置付け、
積極的な開催・誘致策を展開

国際会議の開催・誘致の推進



（ ）○ 新規国際観光交流促進のための支援事業【 】 総合政策局国際部門

要求額 １８百万円

ＯＤＡ対象国における日本人観光客受け入れ体制や観光プロモーション能

力の向上は、国際相互理解、国際交流拡大のみならず、日本人海外旅行者数

の増加にも資することから、開発途上国が自国の経済発展の観点から重視し

ている観光プロモーション手法や観光客受け入れ体制の強化に向けたノウハ

ウの提供等を図る。

（４）観光旅行促進のための環境の整備

（ ）○ ユニバーサルツーリズム促進事業 新規【 】 観光事業課

要求額 １０百万円

移動制約者の「日常の生活圏とは異なる地域への移動に対する不安」を解

消・軽減し、誰もが安心して旅行できる環境づくりを進めるため、事前にバ

リアフリー（バリア）情報が得られるよう、観光地側が集約して提供すべき

情報の内容・項目や旅行会社が取り扱うバリアフリー商品について 目安 チ、 （

ェックシート）を作成する。

また、トラベルヘルパー（旅行介護の専門技術を習得した介助者）の育成

や観光関係者の研修等に取り組む団体の広報・普及啓発活動等を支援する。

「 日 本 人 の 海 外 旅 行 者 数 を 平 成 ２ ２ 年 ま で に ２ ， ０ ０ ０ 万 人 と す る 」

戦 略 的 な デ ィ ス テ ィ ネ ー シ ョ ン 開 発 が 必 要
事 業 概 要

調 査 事 業

プ ロ モ ー シ ョ ン 事 業

セ ミ ナ ー ・ 研 修

日 本 市 場 に お け る 対 象 国 へ の 海 外 旅 行 の 現 状 に つ い て マ ー ケ テ ィ ン グ 調 査 を 行 い 、 市 場
特 性 、 消 費 者 ニ ー ズ 等 を 把 握 し た 上 で 、 効 果 的 な プ ロ モ ー シ ョ ン 方 法 を 検 証 ・ 確 立 し 、 そ れ
を ベ ー ス に し た ノ ウ ハ ウ を 提 供 す る 。

世 界 旅 行 博 へ の 出 展 支 援 、 観 光 宣 伝 ツ ー ル の 作 成 等 を 通 じ て 、 観 光 プ ロ モ ー シ ョ ン 技 術 ・
ノ ウ ハ ウ の 提 供 を 図 る 。 併 せ て 、 日 本 人 旅 行 者 、 業 界 に 対 し て 認 知 度 の 向 上 等 を 図 る 。

Ｏ Ｄ Ａ 対 象 国 関 係 者 と 本 邦 旅 行 業 関 係 者 の 意 見 交 換 会 等 を 実 施 す る こ と で 、 プ ロ モ ー シ ョ
ン ノ ウ ハ ウ の 向 上 を 図 る と 共 に 、 課 題 の 明 確 化 、 関 係 者 と の 関 係 強 化 を 図 っ て い く 。

② 旅 行 時 の 負 担 を 軽 減 す る 環 境 づ くり

＜ 観 光 地 側 ＞
観 光 協 会 等 が 集 約 し て 提 供 す
る こ と が 望 ま し い 情 報 の 内 容 ・
項 目 の 目 安 （チ ェ ッ ク シ ー ト）の
策 定

・トラ ベ ル ヘ ル パ ー を は じ め と し た 旅 行 介 助 者 の 育 成
・観 光 関 係 者 （宿 泊 業 者 、 旅 行 業 者 等 ）の 研 修 等

に 取 り 組 む 団 体 の 広 報 ・普 及 啓 発 活 動 等 の 支 援

① 事 前 に バ リ ア フ リ ー （バ リ ア ）情 報 が 容 易 に 得 ら れ る よ う な 環
境 づ くり

現 状 で は 情 報 提 供 主 体 （地 方 自 治 体 ・観 光 施 設 ・旅 行 会 社 等 ）
に よ り 情 報 の 内 容 ・質 が バ ラ バ ラ

＜ 旅 行 会 社 側 ＞
バ リ ア フ リ ー 旅 行 商 品 に 関 す
る 項 目 の 目 安 （チ ェ ッ ク シ ー ト）
の 策 定



（ ）○ ニューツーリズム創出・流通促進事業 継続【 】 観光事業課

要求額 ５６百万円

「ヘルスツーリズム 「産業観光」等の新しい形態の旅行商品の創出と流」、

通を促進するため、実証事業の実施等により 「ニューツーリズム」の旅行商、

品化を進めるための留意点等をまとめたマニュアルやガイドラインの策定を

目指す。また 「ニューツーリズム」旅行商品の流通促進のためのデータベー、

スを運用する。

（ ）○ 国内旅行需要創出・平準化の促進 継続【 】 観光地域振興課

要求額 １８百万円

旅行需要の平準化や休暇取得の促進などの課題の解決に資する具体的な取

組を実証的に実施し、国内旅行需要の創出・平準化への課題の解決方策を検

証する。
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各運輸局に設置された各運輸局に設置された
観光まちづくりアドバ観光まちづくりアドバ
イザリー会議によるイザリー会議による
コンサルティングコンサルティング

参
照

旅
行
会
社
に
よ
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・
パ
ッ
ケ
ー
ジ

ツ
ア
ー
に
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旅行者が直接
情報にアクセス

旅行会社による「ニューツーリズム」旅行会社による「ニューツーリズム」
旅行商品の登録旅行商品の登録

モニターツアーモニターツアー
実施等の支援実施等の支援



Ⅲ．参考資料

目標を達成するための具体的な
施策を記述

計画期間 ５年間

目 標

その他 毎年度点検を行うとともに、
おおむね３年後を目途に見直し

等

観光立国推進基本計画の概要

観光立国推進基本法の制定

（平成１８年１２月）

施 策

○訪日外国人旅行者数
平成２２年までに1,000万人にし、将来的には、
日本人の海外旅行者数と同程度にする

○日本人の海外旅行者数

平成２２年までに2,000万人にする

○国内における観光旅行消費額

平成２２年度までに３０兆円にする

基本的な方針 ◆ 国民の国内旅行及び外国人の訪日旅行を拡大するとともに、国民の海外旅行を発展 等

計画期間における基本的な目標

・ 基本法第１０条の規定に基づき、観光立国の実現に関する施策の総合的かつ計画的な

推進を図るため、 「観光立国推進基本計画」 を策定 （平成１９年６月 閣議決定）

○日本人の国内観光旅行による1人当たりの宿泊数

平成２２年度までに年間４泊にする

○我が国における国際会議の開催件数

平成２３年までに５割以上増やす

＊修正前の値
（修正後の値は、
23.9兆円）

＊暫定値
（確定値では、
2.72泊）

※

※

521
614

673
733

71.1

69.6

68.2835

73.2
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73.6
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（単位：万人）

＋10.0％

2008年は915万人台

を目指す

過去最高の
835万人を記録

ビジット・ジャパン・
キャンペーン開始

注) 2008年５月以降の値は推計値

訪日外国人旅行者数の推移



日本人海外旅行者数の推移

資料：法務省資料に基づく国土交通省作成資料による

（平成15年） （平成16年） （平成17年） （平成18年）（平成12年）

過去の最高値

（イラク戦争、ＳＡＲＳ発生）

（平成1９年）

前年比1.3％減

注) 2007年の値は推計値
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16,831

17,819

13,296

17,535 17,298
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（2007年）

Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

白字 重点市場(2003年度～)
青字 重点市場(2004年度～)
赤字 重点市場(2005年度～)

2007年度重点市場分
計 737万人(88.3%)

国・地域別訪日外国人旅行者の割合



22.8兆円
23.9兆円

1.6兆円

2.5兆円

1.1兆円

2.2兆円

29.7兆円

24.4兆円

平成17年度 平成22年度

国内における観光旅行消費額

出所：平成19年度版観光白書

日本人国内観光消費
「日本経済の進路と戦略」新成長経済移行シナリオ

（名目ＧＤＰ 年平均2.7％増）

訪日外国人旅行消費
訪日外国人旅行者数1,000万人を達成

団塊世代の影響
団塊世代（約1,026万人）の旅行回数と泊数の増加

余暇増大の影響
有給休暇取得率の向上

（平成17年 47％ → 平成22年 55％※）
※ 少子化社会対策会議決定に掲げられた目標値

（2005年度） （2010年度）

国内の観光市場規模

宿泊旅行
15.7兆円
（66.6%）

日帰り旅行
4.7兆円
（20.1%）

海外旅行
（国内分）
1.7兆円
（7.4%）

訪日外国人旅行
1.4兆円
（5.8%）

国土交通省「平成１８年度旅行・観光産業の経済効果に関する調査研究」による。

２３．５兆円

我が国経済への貢献度（経済効果）

生産波及効果 ５２．９兆円 ･･･５．６％（対産業連関表国内生産額）

付加価値誘発効果 ２８．３兆円 ･･･５．６％（対名目ＧＤＰ）

雇用誘発効果 ４４２万人 ･･･６．９％（対全国就業者数）

生産波及効果 ５２．９兆円 ･･･５．６％（対産業連関表国内生産額）

付加価値誘発効果 ２８．３兆円 ･･･５．６％（対名目ＧＤＰ）

雇用誘発効果 ４４２万人 ･･･６．９％（対全国就業者数）
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２００２年から２００６年の国際会議※の件数を比較すると、国別では日本は件数を減らし、順位は１８位
に下落、都市別でも東京は２４位に停滞。一方、中国・韓国・シンガポールが近年急速に開催件数を伸ば
している。

【国際会議の開催状況の国際比較】

※ 国際団体連合（ＵＩＡ）の定義による国際会議

（都市別ではパリ、ウイーンに次ぎ３位）

１0位 シンガポール

２９８件

１４位 中国

２０４件

１６位 韓国

１８５件

１８位 日本

１６６件

国際会議の開催・誘致をめぐる国際環境

宿
泊
数
（泊
）

宿
泊
旅
行
回
数
（回
）

出典：国土交通省「旅行・観光消費動向調査」による

＊平成１９年は暫定値
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